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増
員
・
事
務
軽
減
・
業
務
肩
代
わ
り

診
療
科
責
任
者
の
回
答
に
よ
る
と
、1
年

前
に
比
べ
勤
務
状
態
が「
改
善
」は
わ
ず
か

16
・
8
％
に
す
ぎ
な
い
。
大
半
は「
変
わ
ら
な

い
」（
41
・
3
％
）、
む
し
ろ「
悪
化
」（
40
・
8
％
）

だ
っ
た
。
た
だ
し
、
診
療
科
別
で
は
、
産
科
・

産
婦
人
科
は
25
・
6
％
、
救
急
科
で
も
28
％
が

「
改
善
」
と
答
え
、
全
体
よ
り
評
価
は
高
い

（「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
改
善
、
あ
る
い
は
悪

化
」を
含
む
）。

負
担
感
が
と
く
に
重
い
業
務
と
し
て
、
診
療

科
責
任
者
は「
診
療
外
業
務
」や「
外
来
診
療
」

を
、
勤
務
医
は「
当
直
」や「
外
来
診
療
」を
挙

げ
た
。

病
院
で
取
り
組
ん
で
い
る
負
担
軽
減
策
は
、

「
医
師
事
務
補
助
者
の
配
置
」（
50
・
4
％
）、

「
医
師
業
務
の
看
護
師
ら
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
へ
の

移
転
」（
29
・
0
％
）、「
常
勤
医
師
の
増
員
」

（
23
・
2
％
）、「
当
直
翌
日
の
残
業
な
し
」（
19
・

0
％
）、「
非
常
勤
医
師
の
増
員
」（
17
・
9
％
）

な
ど
が
多
い（
診
療
科
責
任
者
の
複
数
回
答
）。

こ
れ
ら
の
対
策
の
中
で
、
効
果
が
高
い
と

答
え
た
の
は
①
「
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の

配
置
」（
効
果
あ
り
72
・
8
％
）、
②
常
勤
医
師
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中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会（
中
医
協
）

は
、2
0
0
8
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
主
要

5
項
目
に
つ
い
て
特
別
調
査
を
実
施
し
、
そ
の

効
果
を
ま
と
め
た
。
最
大
の
焦
点
で
あ
る「
病

院
勤
務
医
の
負
担
軽
減
」に
絞
っ
て
、
そ
の
検

証
結
果
を
み
て
み
よ
う
。

産
科
や
救
急
の
医
師
は
ヘ
ト
ヘ
ト

診
療
報
酬
面
で
の
主
な
対
策
は
、
産
科
・

小
児
科
、
救
急
部
門
に
対
す
る
加
算
を
は
じ

め
、
①
医
師
と
看
護
師
等
の
業
務
分
担
、
②

医
師
事
務
作
業
の
補
助
体
制
、
③
短
時
間
正

規
雇
用
の
医
師
の
活
用
、
④
連
続
当
直
を
避

け
る
勤
務
シ
フ
ト
、
⑤
当
直
後
の
通
常
勤
務

に
係
る
配
慮
等
―
―
で
あ
っ
た
。

「
入
院
時
医
学
管
理
加
算
」、「
医
師
事
務
作

業
補
助
体
制
加
算
」、「
ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
管
理

加
算
」の
い
ず
れ
か
を
適
用
さ
れ
た
病
院
1
1

5
1
施
設
を
対
象
に
5
1
6
施
設
、
診
療
科
責

任
者
2
3
8
9
人
、
勤
務
医
2
3
8
9
人
か
ら

有
効
回
答
を
得
た
。

病
院
側
の
回
答
で
は
、
賃
金
や
手
当
て
等

は「
改
善
」（
45
・
0
％
）、「
変
わ
ら
な
い
」（
53
・

7
％
）と
評
価
は
二
分
さ
れ
た
。

勤
務
医
の
回
答
で
は
、1
週
間
の
平
均
実
働

勤
務
61
・
3
時
間
で
、
最
長
は
救
急
科
の
74
・
4

時
間
、
最
短
は
精
神
科
の
51
・
1
時
間
。
当
直

は
月
間
平
均
2
・
78
回
、と
く
に
産
科
・
産
婦
人

科
は
4
・
51
回
、
救
急
科
は
5
・
48
回
に
上
る
。

●

診
療
報
酬
の
検
証
●

医
療
版

「
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」を
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の
増
員（
同
70
・
7
％
）、
③
非
常
勤
医
師
の
増

員（
同
67
・
8
％
）、
④
医
師
業
務
の
看
護
師
ら

コ
メ
デ
ィ
カ
ル
へ
の
移
転（
同
66
・
4
％
）、
⑤

「
連
続
当
直
を
避
け
る
勤
務
シ
フ
ト
体
制（
同

64
・
8
％
）が
”ベ
ス
ト
5
“
だ
っ
た（
図
表
）。

対
処
療
法
と
根
本
治
療

常
勤
、
非
常
勤
の
医
師
の
増
員
が
抜
本
的

な
対
策
で
は
あ
る
が
、
事
務
の
補
助
役
と
な

る
医
療
ク
ラ
ー
ク
の
採
用
・
配
置
の
有
効
性

が
裏
付
け
ら
れ
た
。

業
務
分
担
に
つ
い
て
も
、
看
護
師
ら
に
よ

る「
静
脈
注
射
及
び
留
置
針
に
よ
る
ル
ー
ト

確
保
」、「
診
断
書
、
診
療
録
・
処
方
せ
ん
の
記

載
の
補
助
」、「
主
治
医
意
見
書
の
記
載
の
補

助
」等
で
業
務
が
軽
減
さ
れ
た
、
と
の
回
答
が

目
立
っ
た
。

医
師
固
有
の
仕
事
に
集
中
で
き
る
体
制
を

来
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
で
も
続
け
る
必
要

性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
医
師
業
務
の
一
部
を
専

門
性
の
高
い
看
護
師
ら
に
委
ね
る
方
策
を
採

用
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
看
護
師
ら
も
、

業
務
の
一
部
を
、
例
え
ば
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ら

介
護
職
に
譲
る
道
筋
を
検
討
す
べ
き
だ
。

同
時
に
、
開
業
医
が
輪
番
制
等
で
夜
間
や
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休
日
に
も
地
域
医

療
を
担
い
、
実
質
的

に
病
院
の
外
来
業

務
を
で
き
る
だ
け

肩
代
わ
り
し
て
ほ

し
い
。
病
院
勤
務
医

16
・
8
万
人（
総
数

の
約
64
％
）と
開
業

医
9
・
5
万
人（
同

36
％
）の
総
合
力
を

い
か
に
高
め
る
か
、

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
事
務

や
業
務
の
肩
代
わ

り
は
対
処
療
法
で

あ
り
、
抜
本
的
な
対

策
は
、
今
回
の
検
証

結
果
で
も
医
師
の

増
員
だ
っ
た
。
O
E

C
D（
経
済
開
発
機
構
）の
調
べ
で
、
人
口
1
0

0
0
人
当
た
り
の
臨
床
医
の
人
数
は
加
盟
30

カ
国
で
平
均
3
・
0
人
。
日
本
は
2
・
0
人
と
、

ト
ル
コ
、
韓
国
、メ
キ
シ
コ
に
次
い
で
下
か
ら
4

番
目
に
低
迷
し
て
い
る（H

ealth
D
ate2007

）。

医
師
育
成
・
増
員
の
根
本
治
療
に
加
え
、

医
療
お
よ
び
介
護
分
野
で
の「
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア

リ
ン
グ
」と
い
う
対
処
療
法
を
、い
わ
ば
”車

の
両
輪
“
の
形
で
進
め
る
方
向
性
が
明
確
に

見
え
て
き
た
。

■
宮
武

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。
毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、
埼
玉

県
立
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、
目
白
大
学
教
授
。

近
著
に
『
介
護
保
険
の
再
出
発

医
療
を
変
え
る
・
福
祉
も
変
わ
る
』

（
保
健
同
人
社
）。

図表 勤務負担軽減策の効果
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